


���������������

補正額補正額　�億������万円の増額
　（補正後の一般会計予算額）�����億�����万円
≪補正の主な内容≫
【総務費】アルカスＳＡＳＥＢＯ運営事業費など���万円の増額
【民生費】公的介護施設整備補助事業費、放課後児童健全育成事業費�����万円の増額
【農林水産業費】畜産施設・機械等整備事業費�����万円の増額
【教育費】私立幼稚園副食費助成事業費、小学校施設整備事業費など�����万円の増額
【災害復旧費】農林水産施設災害復旧費�����万円の増額
【公債費】都市開発資金貸付金に係る元金の繰上償還�����万円の増額
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○：賛成、×：反対、△：一部反対又は棄権
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平成��年度企業会計における経営状況は次のとおりです。

▼水道事業 ▼交通事水道事業　　　　　　　　　　　　　　　▼交通事業
　事業収益　　　��億�����万円　　　　　　�事業収益　　　��億　���万円
　事業費用　　　��億�����万円　　　　　　�事業費用　　　��億�����万円
　（純利益）　　　�億�����万円　　　　　　（純利益）　　　　△�����万円

▼下水道事業
　事業収益　　　��億�����万円
　事業費用　　　��億�����万円
　（純利益）　　　�億�����万円

補正額補正額　�億����������万円の増額
　（補正後の一般会計予算額）�����億�����万円
≪補正の主な内容≫
【農林水産業費】山地災害防止事業費���万円の増額
【消防費】消防団車両等管理事業費���万円の増額
【災害復旧費】農林水産施設災害復旧費、土木施設災害復旧費、教育施設災害復旧費
　　　　　　　�億�����万円の増額
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��　現在、地区自治協議会においては、設立当初から
の部会構成や規約について、実情に合わせた見直しが

行われており、今後は事業の集約や再編についてもよ
りよい形へと調整が図られていくものと考えているこ
とから、市としてもその取り組みを後押しできるよう
支援を行っていきます。また、活動や運営における負
担軽減の観点から、行政側にも地区自治協議会との統
一的な窓口が必要であると思われるため、市民生活部
が中心となり、地区自治協議会への依頼内容の情報共
有化を行うとともに、必要に応じて調整を図るなどの
仕組みづくりを現在検討しています。
��������	
���������������
�������	
�����������������
������

�������	
����
������ ����������	��
��������������

����� �����

��　�������	
������������
�������	
���������������
�������	
���������������
����������	
�����������
�������	
��������������
�������	
��������������
�����
��　公共交通に対する市の責務としては、市民のそれ
ぞれの生活圏からの移動環境を確保することと考えて
います。これに加えて、公共交通が継続するように利
用する地域住民や、公共交通の運行を担い、サービス
の向上、運賃の低廉化に向けて努力・検討する交通事�

業業者の三者がそれぞれの立場で公共交通の維持を担っ
ていくことが重要だと考えています。市としては、地域
交通を維持可能なものとして担保するために交通事業者、
利用者等との協議により佐世保市地域公共交通再編実施
計画を策定し、今後も繰り返しこの計画を策定すること
で、移動環境を確保していきます。また、都市軸から遠
距離にある地区の速達性と料金体系の検討や、交通不便
地区対策の充実を図り、シビルミニマムにおける交通施
策の責任を果たすことが肝要だと考えています。
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��　佐世保空襲は�����人以上の犠牲者が出るなど、本
市で起こった非常に大きな出来事であり、このことを
後世に伝え継承していくことが、戦争の悲惨さと平和

の尊さを語り継ぐことにつながり、世界の恒久平和に
も貢献できると考えます。また、小中学校での平和教
育においても、資料室を児童生徒が訪れ、空襲体験者
の話を聞く取り組みが行われるなど、資料室の必要性
については、貴重な存在として、その意義を十分に認
識しています。資料室は、現在地が暫定利用であるこ
とから、移転先の検討を続けていますが、具体的な候
補地の選定には至っていません。今後も、資料室を運
営している関係団体と協議を行い、具体的な方策の検
討を進めていきたいと考えています。
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��　Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備は、災害時のライフライン
として、情報の受発信に有効であることから、国にお
いても防災拠点でのＷｉ－Ｆｉ環境の整備が推進され
ています。また、生涯学習及び地域活動の拠点である

地区公民館にＷｉ－Ｆｉ環境を整備することで、通常
時における公民館活動を促進する上でも有効であると
考えます。特に、地区公民館を地域の活動拠点として
さらなる利用の幅を広げるコミュニティセンター化の
検討もあることから、設置費用も含め、避難所のあり
方、そして、公共施設におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備
のあり方も踏まえながら、地区公民館へのＷｉ－Ｆｉ
環境整備について、今後、検討したいと思います。
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��　本市の取り巻く現況を踏まえると、まずは、既存
のタクシーサービスの認知度を向上させつつ、実施主

体の裾野を広げることが、市民の利用しやすい環境づ
くりにつながると考えています。本市への移住者は増
加傾向にあり、平成��年度の実績では、県内でもっと
も多く、子育て世帯を含む���人が移住されています。
また、本市には自衛隊の若手隊員もおり、職務上、自
宅を留守にされることが多く、当然、緊急時の出産に
不安を抱えていると思います。タイミングは大事であ
り、子どもを安心して産み、子育てしやすい街を目指
す本市にとって、提案内容は妊産婦への支援に当たる
ため、検討すべき大きな課題の一つだと考えています。
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��　今回の法改正により、犬猫等の販売業者に対し、
犬猫へのマイクロチップの装着及び情報登録が義務化
され、それを譲り受けた飼い主にも情報登録が義務化
されました。また、動物愛護団体や一般の飼い主が現
在所有する犬猫への装着については努力義務となりま

すが、この取り組みの普及により殺処分頭数の減少や
捨て犬などの抑制につながり、飼い主の責任意識の向
上も見込まれます。今回のマイクロチップ装着の義務
化については、法律が公布されてから、�年以内の施
行となっており、市としては、今後とも国等の動向を
注視し、県や県獣医師会、動物愛護ボランティア団体
などと協力した普及啓発や必要な取り組みを行ってい
きます。また、個人の飼育する犬猫への装着に対し、
助成制度を実施している自治体も複数あるため、その
効果や動向なども研究していきたいと考えています。
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��　国保データベースシステム（ＫＤＢ）は、特定健
診、医療、介護などの情報を活用し、統計情報や個人
の健康に関する情報を提供することを目的として構築

されたシステムです。以前のシステムでは対象者を絞
り込んだ抽出ができませんでしたが、新たに保健事業
支援システムを併用することにより、ＫＤＢだけでは
できなかった治療中断者の抽出が可能となりました。
健診履歴のない方は、これまで受診勧奨の対象者とし
ていませんでしたが、健診未受診者、治療中断者を医
療につなげることは、糖尿病性腎臓病の進展予防に大
変有効であると考えますので、今後も先進地事例の手
法を参考に、受診率向上に向けた取り組みを検討して
いきます。
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��　指方地域の農地及び道路等の冠水の原因は、集中
豪雨と早岐瀬戸の満潮が重なることが大きな要因と考

えています。昨年度から、排水機場施設の管理団体に
委託を行い、集中豪雨に備えた排水機場の排水能力検
証の基礎データ収集のためのポンプ稼働状況と、排水
機場周辺の冠水状況の調査を行っています。現状の排
水能力でも、農地・農作物を保全する機能は保持でき
ていると考えていますが、排水能力の低下を懸念する
農業者からの意見もあることから、調査により得られ
たデータや降雨の状況も加味しながら検証を行います。
今後も営農環境の改善が図れるよう地域とも連携しな
がら冠水対策に取り組んでいきます。
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��　市営住宅の高齢化率は、平成��年の����％から、
令和元年は����％と����ポイントもふえ、今後も高齢
化が進むと予想しています。まず、団地の美化活動は、
原則、入居者で行ってもらっていますが、高齢化に伴
い、美化活動等の管理運営に支障が生じることは、検
討課題だと認識しています。また、団地の共同施設で

ある公園の維持管理費については、入居者だけで負担
している公園と近隣の自治会に一部負担をしてもらっ
ている公園があり、今後、利用状況や負担状況等を把
握し、公園のあり方や負担について検討します。さら
に、入居者の苦情や隣人トラブルは、基本的には指定
管理者の窓口で受け付け、大半は、入居者同士で配慮
し合うことで解決できるものですが、中には、切実な
問題として相談されるケースもあり、状況に応じ、民
生委員、警察、福祉部局等の関係機関と連携を密にし
た上で、トラブル解決に向け、取り組んでいきます。
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��　��事業のうち、平成��年度末で��事業が完了し、
事業の着手率は約��％と確実に進�していると判断し
ています。また、未着手事業についても地区のニーズ
や費用対効果などを考慮し、必要性及び実現性が困難
な事業以外は、実施に向けた検討を継続していきます。

　さらに、合併時から平成��年度までに、���件の要望
を地区からいただいていますが、これら全てについて
実施に向けた検討を行い、毎年進�状況を把握してい
ます。お尋ねの排水対策事業については、対策案など
を地元関係者へ提案していますが、他の対策も含めて
検討しているところです。このほか具体的な事業の実
施計画までに至っていない項目についても、実施に向
けた検討を継続し、地元への説明には引き続き意を用
いて対処したいと考えています。
��������	
��
�������������
�������	
���������������

��������	
����������������
�������	
������������

��������	
����������������
�����

�������	
��������	���
��������	
��� ����������	��
������������

������ ���

��　�������	
���������������
�������	
����������������
�������	�
�������������
�������	
��������������
��������	
�������������
�������	
��
��
��　本市の「ひきこもり者」の数は把握できていませ
んが、内閣府の推計値を本市に当てはめると、��歳か
ら��歳は約�����人、��歳から��歳は約�����人のひき
こもり者がいると推計されます。
　ひきこもりには、それぞれに複雑な状況があります
が、少しでも早い段階で相談に結び付けることが重要

であり、従来の具体的な施策とあわせて、継続した支
援が続くようなアプローチ機能の充実が課題です。
　これまでの対策を継続することはもちろん、機会を
捉えた啓発や相談しやすい体制を整え、関係機関、民
間団体などとの連携によって情報共有を図り、適切か
つ効果的な支援の展開につなげたいと考えています。
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��　消防団員の減少や活動の多様化への対策が急務で
あることから、本市でも消防団基本計画を本年�月に
取りまとめたところです。この消防団基本計画は、��
項目で構成され、短期対策事項�項目のうち�項目は

対策済みで、長期対策事項�項目のうちの消防団格納
庫の適正配置については、延焼拡大防止のための緊急
走行の限界時間である���分で走行できるエリアを定め、
消防団格納庫相互間のエリアの重なりを軽減させ、��
ある格納庫を��に適正配置するものです。
　また、消防団員の定年年齢の見直しと女性消防分団
の創設については、団員確保や魅力ある消防団づくり
のため、実現に向け、消防団の皆様と協議を重ねてい
きたいと考えています。
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��　本市の指定避難所に備蓄している非常用食料は、
大規模な災害が発生し、自宅に住むことが困難になっ
た方々に提供することを原則としており、予防的に指
定避難所に避難される場合には、御自分の飲食料品や
身の回り品を持って避難されるようお願いしています。

しかし、そのような準備ができずに避難される方が長
時間避難されるときには、飲食料品を御自分で調達で
きないことは自明ですので、必要とされる方には、提
供すべきであると考えます。そのため、避難所ごとに
作成している「避難所運営マニュアル」を早急に修正
の上、職員にも周知し、今後混乱を来さないようにし
ます。さらに、御提案のあったテレビのテロップ利用
による情報提供は、非常に有効な周知手段になると考
えますので、県の防災部署に対し、テレビ局等との協
議を要請していきます。
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��　中学校部活動の指導については、教員が担ってい
ますが、専門的な指導ができない場合、部活動の充実
と教員の負担軽減を図るため、外部指導者を活用して
いる学校があり、運動部については専門性を有する外
部指導者へ補助金を交付しています。一方、現時点で
は、文化部については、運動部同様の施策を実施して

いません。中学校の文化部においても、活動の活性化
や教職員の勤務環境の整備に関してニーズを調査した
結果、文化部のある学校の約�割が外部指導者を活用
し、約�割の学校がゲスト講師を招いて専門的指導を
している実態がありました。教育委員会としては、運
動部への施策に準じて、文化部に対しても子どもたち
の豊かな感性・情操や想像力を一層育み、かつ部活動
の担当教員の支援を行うことで活動の質的な向上を図
るため、支援策の検討を進めたいと考えています。
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��　戸尾小学校は平成��年�月の廃校後、有識者や地
元自治会長などで跡地利用計画検討委員会を設置し、
市民ニーズ・行政ニーズに応えながら既存施設の有効
活用が望ましいとの議論を経て、させぼ市民活動交流
プラザや佐世保空襲資料室等の利用を開始しました。

当初は�年間の暫定期間としていましたが、地域住民
から継続との意見があったこと等を踏まえ、期間を延
長し、現在に至っています。暫定利用延長から��年が
経過し、近い将来大規模な修繕や長寿命化対策に相当
の投資も予想され、また、中心市街地の活性化の観点
からも、現状の利用にこだわらず、地域の有効な利用
方法の再検証に着手する時期かと考えており、改めて
課題等を整理しながら、運営団体との協議の場を設け
るなど今後のあり方の検討に着手したいと思います。
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��　当路線においては、今後、大型クルーズ船の増加
や観光公園の整備等による観光バスが集中することや、

また、当地域には米軍の防衛施設も所在していること
から、有事の際の避難道としての道路整備も必要です。
地域からの要望であるバイパス道路建設については、
長崎県知事や県議会に対して市として要望を行ってい
ます。県とされても、今後も、俵ヶ浦半島への交通量
が増加していくこと、それによる地域住民の生活に与
える影響も大きくなることから、バイパス道路建設に
よるアクセス向上の重要性を強く認識されています。
今後も、引き続き早期の事業化が図られるよう県等に
対してしっかりと働きかけを行っていきます。
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��　土地収用法の手続に関しては、長崎県において、

法令に基づき適正に判断されるものと認識しており、
行政代執行については、現時点では具体的な検討をさ
れているような段階ではないと聞いています。また、
知事と住民の話し合いも予定されており、用地の取得
が面談を通じ、できるだけ任意による形で良い方向に
まとまることを期待しています。本市としては、石木
ダムは必要不可欠な事業で、早期に実現したいと考え
ており、県は、本市の実情を踏まえ、総合的な判断と
して適切に対応されているものと思いますので、現状、
何かしらの要望等を行うことは考えていません。
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��　ふるさと納税推進課では、正規職員と臨時職員の
計�人に加え、繁忙期には別に臨時職員を雇用するこ
とで、変動する業務量に対応してきました。また、佐

世保物産振興協会及び佐世保観光コンベンション協会
に対し、返礼品管理や発送業務など、一部の業務を外
部委託することで、よりスムーズな業務推進に努めて
います。しかし、ふるさと納税制度の業務量は、寄附
件数によるところが大きく、現在の増加傾向が続くと、
現在の職員数や外部委託だけでは、業務に遅れが生じ
る可能性もあります。今後は、業務の見直しや効率化
を図るとともに、外部委託が可能な業務については、
民間活力を最大限活用できるよう外部委託の検討を行
い、さらなる寄附額の増加につなげるよう努めます。
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